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第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 この法人は、一般社団法人感染制御消毒滅菌対策協会（以下、「当法人」

という。）と称する。 

２ 英文名を Infection Control Sterilization Association（略称 ICSA） 

と表示する。 

 
（設立趣旨） 

第２条 当法人は、感染症への対策や予防等に関する諸問題を解決し、また、業

界全体の知識・技術の水準を向上させるため、調査研究、資格認証及び検

定事業、研修指導その他啓発活動等を行うことにより、情報通信の振興及び

適切な感染症制御方法や消毒滅菌方法に関する知識の普及を図り、もっ

て我が国経済社会の健全な発展並びに人々の生活環境改善に寄与するこ

とを目的とする。 

 
（目 的） 

第３条 当法人は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌による環境衛生及び公

衆衛生の向上並びに充実に関する活動 

２．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌に関する調査研究 

３．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌に関する情報の収集と

指導 

４．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌に関する技術研究とそ

の研修 

５．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌に関して必要な知識の

普及啓発 

６．感染症への対策及び予防並びに消毒及び滅菌に関する資格認証制度

及び技能検定制度の実施 

７．感染症対策や消毒滅菌に有用な商品等の販売及びレンタル

８．汚染された屋内外の清掃、消毒殺菌消臭及び汚染物の除去

９．前各号の事業に附帯関連する一切の事業 

 
（主たる事務所） 

第４条 当法人は、主たる事務所を大阪市北区西天満五丁目１６番３号 西天満

ファイブビルに置く。 
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（公告の方法） 

第５条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

により行う。 

 

第２章 社 員 

 

（入  社 ） 

第６条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。当法人に入社しよう

とする者（以下、「入社希望者」という。）は、理事会の定めるところによ

り入社の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。 

２ 理事会は、当法人に入社希望者が次に掲げる者のいずれかに該当すると

認めたときは、その入社を承認しないことができる。 

一 未成年者、成年被後見人または被保佐人

二 法人でない団体 

三  法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる

まで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者 

四  当法人または当法人が所属し、加盟し、または賛助する団体から除

名された者 

五 第７条の定めるところにより経費を負担する資力がない者またはその

負担を拒む者 

六  故意または重大な過失により、当法人もしくは当法人の他の社員に

損害を与え、またはそのおそれのある者 

七  前各号に掲げる者のほか、社員となることにより当法人の他の社員

に共通する利益を著しく害するおそれのある者 

３ 前２項の規定にかかわらず、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運

動又は政治活動を標ぼうし不正な利益を得る者、特殊知能暴力集団等の反

社会的勢力及びその構成員等の関係者（以下まとめて「反社会的勢力」と

いう。）は、当法人の社員とはなれない。法人の代表者、社員又は実質的

に経営を支配する者が反社会的勢力である場合の当該法人も同様とする。 

 
（入会費及び会費の負担） 

第７条理事会の承認を得た入社希望者は、入社するにあたり、規則で定めると 

ころにより入会金を支払わなければならない。 

２  社員は、当法人の事業活動に必要な費用に充てるため、規則で定め

る会費を支払わなければならない。 
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（退 社） 

第８条  社員は、当法人の退社を希望する場合は、当法人所定の退社届を提出す

ることにより、理事会の承認を受けなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、社員は、次に掲げる事由が生じた場合、

退社しなければならない。 

一 死亡 

二 社員である団体の解散

三 除名 

四 第６条第２項第一号から第四号及び第３項に掲げる者のいずれかに該

当したこと 

３  退社した社員は、第７条で定める会費等の滞納がある場合は、これ

を清算し、納付しなければならない。 

 
（除  名 ） 

第９条 当法人は、社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の

決議によって当該社員を除名することができる。 

一 法令または当法人の定款、規則もしくは社員総会の決議に違反する行

為その他の非違行為があったとき。ただし、違反の程度が軽微であると

きを除く。 

二 第６条第２項第五号から第七号までに掲げる者のいずれかに該当した

とき。 

２ 前項の決議に特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができ

ないものとする。 

３ 当法人は、第１項の社員総会において除名しようとする社員に対し、同

項の決議を行う前に弁明の機会を与える。 

 
（社員名簿） 

第 10 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、

当法人の事務所に備え置くものとする。 

２  当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又

は社員が当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。 
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第３章 社 員 総 会 

 

（定時社員総会及び臨時社員総会） 

第 11 条 当法人の社員総会は、全ての社員により構成されるものとし、次に掲

げる区分に応じ、定時社員総会または臨時社員総会と称する。 

一 定時社員総会 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下 

「一般法人法」という。）に規定された定時社員総会

二 臨時社員総会 前号の定時社員総会以外の社員総会 

 
（社員総会の決議事項） 

第 12 条 社員総会は、一般法人法に規定する事項、法人の組織、運営、管理そ

の他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。 

 
（招  集 ） 

第 13 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集

し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。 

２ 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決

定により理事長がこれを招集する。理事長に事故もしくは支障があるとき

は、予め定める順序に従って、他の理事がこれを招集する。 

３ 社員総会を招集するには、開催の２週間前までに、各社員に対して招集

通知を発するものとする。 

 
（議  長 ） 

第 14 条 社員総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会の決

議により、理事の中から選出する。 

 
（決議の方法） 

第 15 条 社員総会の決議は、一般法人法第４９条第２項に規定する事項又は定款

に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員

が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 一般法人法第４９条第２項に規定する事項の社員総会の決議は、総社員

の半数以上であって、総社員の議決権数の３分の２以上に当たる多数をも

って行う。 

３ 各社員は、各１個の議決権を有する。 
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（議決権の代理行使） 

第 16 条 社員又はその法定代理人は、当法人の社員又は親族を代理人として議決

権を行使することができる。但し、この場合には、総会毎に代理権を証す

る書面を提出しなければならない。 

 
（社員総会議事録） 

第 17 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成

し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して１０年間当法人に備え置

くものとする。 

 

第４章 社員総会以外の機関 

 

（社員総会以外の機関） 

第 18 条 当法人には、理事、理事会及び監事を置く。 

 
（理事及び監事の数） 

第 19 条 当法人には、理事３名以上及び監事２名以内を置く。 

 
（理事及び監事の任期） 

第 20 条 理事の任期は、選任後２年内の最終の事業年度に関する定時社員総会

の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後４年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の

終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、

前任者の任期の残存期間と同一とする。 

４ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同

一とする。 

５ 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同

一とする。但し、他の在任監事の任期の残存期間が２年に足りないときは、

選任後２年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとす

る。 

 
（代表理事） 

第 21 条 当法人には、代表理事１名を置き、理事会の決議によって選定する。 

２ 代表理事を理事長とする。 

３ 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。 
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（報酬等） 

第 22 条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から 

受け取る財産上の利益については、別途社員総会の決議により定める。 

 

第５章 理 事 会 

 

（招  集 ） 

第 23 条 理事会は、理事長が招集し、会日の５日前までに各理事及び各監事に対

して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合には、これを短

縮することができる。 

２ 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経

ずに開催することができる。 

 
（議  長 ） 

第 24 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故もしくは

支障があるときは、予め理事会で定めた順序により他の理事がこれに代

わるものとする。 

 
（理事会の決議） 

第 25 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

 
（理事会の決議の省略） 

第 26 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、

当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意 

の意思表示を示したとき（監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。） 

は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

 
（理事会議事録） 

第 27 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、

出席した代表理事（代表理事に事故もしくは支障があるときは、出席した

理事）及び監事がこれに署名し、又は記名押印する。 

 
（役員等の責任免除等） 

第 28 条 当法人は、一般法人法第１１４条第１項の規定により、理事会の決議を

もって、同法第１１１条第１項の行為に関する役員の責任を法令の限度

において免除することができる。 
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２ 当法人は、一般法人法第１１５条第１項の規定により外部理事又は外部

監事との間に、同法第１１１条第１項の規定による損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度

は、１０万円以上で予め当法人が定めた金額又は法令が規定する額のいず

れか高い額とする。 

 

第６章 解 散 

 

（解散の事由） 

第 29 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

一  社員総会の決議 

二 社員が欠けたとき 

三 合併（合併により当法人が消滅する場合に限る。） 

四 破産手続開始の決定 

五 解散を命ずる裁判 

 
（残余財産の帰属） 

第 30 条 当法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の決議によって、その帰属

先を決定する。 

 

第７章 計 算 

 

（事業年度） 

第 31 条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 
（社員への剰余金の分配の禁止） 

第 32 条 当法人においては、剰余金を社員に分配しない。 

 
 

第８章 附 則 

 

（最初の事業年度） 

第 33 条 当法人の最初の事業年度は、設立の日から令和３年３月３１日までと

する。 

 

（規則の制定） 

第 34 条 当法人は、本定款に基づき、本定款の施行のために必要な事項につい
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て、規則を定めることができる。 

２ 前項の規則の制定、改廃は、理事会の決議による。 

３ 本定款及び規則に定めのない事項については、一般法人法その他の法令

の定めるところによる。 

 
以 上 


